
協定制度等の取り組み

官民連携によるエリアマネジメント方針等

制度別詳細１ 制度別詳細２ 制度別詳細３ 制度別詳細４ 制度別詳細５ 制度別詳細６ 制度別詳細７ 制度別詳細８ 制度別詳細９ 制度別詳細１０ 制度別詳細１４

道路占用許可特
例（法第46条第10
項）

河川敷地占用許
可（河川敷地占用
許可準則22）

都市公園占用許
可特例（法第46条
第12項）

都市利便増進協
定（法第46条第25
項）

都市再生整備歩
行者経路協定（法
46条第24項）

低未利用土地利
用促進協定（法46
条第26項）

［滞在快適性等向
上区域］
一体型滞在快適
性等向上事業（法
第46条第3項第2
号）

［滞在快適性等向
上区域］
都市公園占用許
可特例（法第46条
第14項第1号）

［滞在快適性等向
上区域］
公園施設設置管
理許可特例（法第
46条第14号第2号
イ）

［滞在快適性等向
上区域］
公園施設設置管
理協定（法第46条
第14項第2号ロ）

［滞在快適性等向
上区域］
普通財産の活用
（法第46条第14項
第4号）

1 Ｒ３～R６
栄ミナミまちづくり株式会
社
(都市再生推進法人）

○ ○

Ｒ３～R６
栄ミナミまちづくり株式会
社
(都市再生推進法人）

○ ○ ○

Ｒ４～R６
錦二丁目エリアマネジメ
ント株式会社
（都市再生推進法人）

〇 〇

3 Ｒ３～R６
栄ミナミまちづくり株式会
社
(都市再生推進法人）

○ ○

4 Ｒ３～R６
栄ミナミまちづくり株式会
社
(都市再生推進法人）

○

5 Ｒ３～R６
栄ミナミまちづくり株式会
社
(都市再生推進法人）

○

6 Ｒ３～R６
栄ミナミまちづくり株式会
社
(都市再生推進法人）

○ ○

7 Ｒ３～R６
錦二丁目エリアマネジメ
ント株式会社
（都市再生推進法人）

○

8 Ｒ３～R６
錦二丁目エリアマネジメ
ント株式会社
（都市再生推進法人）

○

●有料駐輪設備（自転車等駐車器具）の管理運営

　地域に適した駐輪環境の整備を行うと
ともに、駐輪のルールを浸透させ、まち
づくりへの再投資を図る収益を確保す
る。

●パークレット添加広告（看板）の管理運営

　歩行者空間を活用し、良好な景観・演
出効果による賑わいのある道路空間の
形成を図るとともに、まちづくりへの再投
資を図る収益を確保する。

●パークレット（歩道の拡幅に伴い設置される歩行者等の利便
に資する休憩施設）の管理運営

歩行者空間を活用し、賑わいのある道路
空間の形成を図る。

●木質化ベンチ（都市の木質化プロジェクトの一環として設置さ
れる歩行者等の利便に資する休憩施設）の管理運営

歩行者空間を活用し、賑わいのある道路
空間の形成を図る。

●グリーンインフラ（ＳＤＧｓまちづくりの一環として設置される歩
行者等の利便に資する休憩施設）及び隣接する歩道上植栽の
管理運営

歩行者空間を活用し、賑わいのある道路
空間の形成を図る。

事業主体(占用主体）

活用する制度

●アーチ添加広告（看板）の管理運営
道路空間を活用し、賑わいのある景観を
演出するとともにまちづくりへの再投資を
図る収益を確保する。

●デジタルサイネージ（広告塔）の管理運営

　歩行者空間を活用し、良好な景観・演
出効果による賑わいのある道路空間の
形成を図るとともに、まちづくりへの再投
資を図る収益を確保する。

事業
事業の目的/事業によって解決される課

題
事業期間

2 ●シェアサイクルポート（自転車駐車器具）の管理運営
　栄・伏見・大須地区及び周辺の移動を
しやすくし、回遊性を向上するための環
境を整備する。
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制度別詳細1（道路占用に関する事項）法第46条第10項

道路交通環境の維持
及び向上を図るための措置

1 デジタルサイネージ（広告塔）

・デジタルサイネージ及び周辺の清掃、美化活動の実施
・デジタルサイネージ周辺の異常発見時の報告
・デジタルサイネージ周辺の屋外広告物の撤去等の呼びかけの実施

2 シェアサイクルポート（自転車駐車器具）

・シェアサイクル施設及び周辺の清掃、美化活動の実施
・シェアサイクル施設周辺の異常発見時の報告
・シェアサイクル施設周辺の屋外広告物の撤去等の呼びかけの実施
・シェアサイクル施設周辺に放置自転車があった場合の整序化
・周辺地域へのシェアサイクル利用の呼びかけの実施

3 アーチ添加広告（看板）
・看板を添架するアーチ周辺の清掃、美化活動の実施
・看板を添架するアーチ周辺の異常発見時の報告
・看板を添架するアーチ周辺の屋外広告物の撤去等の呼びかけの実施

4 パークレット添加広告（看板）
・施設周辺の清掃、美化活動の実施
・施設周辺の異常発見時の報告
・施設周辺の屋外広告物の撤去等の呼びかけの実施

5 有料駐輪設備（自転車等駐車器具）

・路上駐輪施設及び周辺の清掃、美化活動の実施
・路上駐輪施設周辺の屋外広告物の撤去等の呼びかけの実施
・路上駐輪施設周辺に放置自転車があった場合の整序化（駐車場利用の
呼びかけ等）の実施
・路上駐輪施設周辺の商業施設、事務所等への組織を通じた従業員等へ
の利用の呼びかけの実施
・路上駐輪施設利用者に対する付加的サービスの実施

6
パークレット（歩道の拡幅に伴い設置される
歩行者等の利便に資する休憩施設）

・施設周辺の清掃、美化活動の実施
・施設周辺の異常発見時の報告
・施設周辺の屋外広告物の撤去等の呼びかけの実施

7
木質化ベンチ（都市の木質化プロジェクトの
一環として設置される歩行者等の利便に資
する休憩施設）

・施設周辺の清掃、美化活動の実施
・施設周辺の異常発見時の報告

8
グリーンインフラ（ＳＤＧｓまちづくりの一環と
して設置される歩行者等の利便に資する休
憩施設）

・施設周辺の清掃、美化活動の実施
・施設周辺の異常発見時の報告
・隣接する歩道上植栽の維持管理の実施

制度の活用計画

占用対象施設 占用の場所（制度別詳細１－２に示す位置）

道
路
占
用
許
可
特
例
対
象
施
設

市道 久屋大通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）
市道 大津通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）
市道 呉服町通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）
市道 白川通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）
国道１９号（名古屋市中区栄二丁目歩道部）

市道 入江町通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）
市道　若宮大通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）
国道１９号（名古屋市中区栄二丁目歩道部）
国道１９号（名古屋市中区大須二丁目歩道部）
市道 大津通（名古屋市中区大須四丁目歩道部）
市道 住吉通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）
市道 長島町通（名古屋市中区錦二丁目歩道部）
市道 錦通（名古屋市中区錦二丁目歩道部）

市道　呉服町通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）

市道　伊勢町通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）

市道 三蔵通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）
市道 入江町通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）
市道 白川通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）
市道 久屋大通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）
市道 伊勢町通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）
市道 呉服町通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）
市道 住吉通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）
市道 若宮通（名古屋市中区大須四丁目歩道部）

市道　伊勢町通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）
市道　呉服町通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）

市道　長島町通（名古屋市中区錦二丁目歩道部）

【

参
考

】
通
常
の
道
路
施
設
・
道
路
占
用
許
可
対
象
施
設

市道　袋町通（名古屋市中区錦二丁目歩道部）
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制度別詳細１-１-①（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 １,２,３,４

制度別詳細【道路占用許可基準の特例】
制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図

デジタルサイネージ（広告塔）（８箇所）

シェアサイクルポート（自転車駐車器具）

（６箇所）

アーチ添加広告（看板） （３箇所）

パークレット添加広告（看板） （３箇所）

13

2

4

5

6

１３

７

６
４

５

２

８ １

２

３

１

２

３

広小路通

入江町通

三蔵通

白川通

本
町
通

住
吉
通

プ
リ
ン
セ
ス
大
通

南
伊
勢
町
通

南
大
津
通

久
屋
大
通

長
者
町
通

長
島
町
通

桑
名
町
通

伏
見
通
（
（国
道
19
号
）

若宮大通

矢場町通

南
呉
服
町
通
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制度別詳細１-２-①（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 １

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：デジタルサイネージ（広告塔）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

■設置状況（R2.8撮影）

-9-



制度別詳細１-２-②（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 １

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：デジタルサイネージ（広告塔）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

■設置状況（R2.8撮影）
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制度別詳細１-２-③（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 １

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：デジタルサイネージ（広告塔）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

■設置状況（R2.8撮影）
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制度別詳細１-２-④（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 １

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：デジタルサイネージ（広告塔）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

■設置状況（R2.8撮影）
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制度別詳細１-２-⑤（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 １

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：デジタルサイネージ（広告塔）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

■社会実験時の状況

（Ｈ29.12撮影）■設置状況（R2.8撮影）
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制度別詳細１-２-⑥（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 １

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：デジタルサイネージ（広告塔）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

■社会実験時の状況

（Ｈ29.12撮影）

■設置状況（R2.8撮影）
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制度別詳細１-２-⑦（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 １

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：デジタルサイネージ（広告塔）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

■社会実験時の状況

（Ｈ29.12撮影）

■設置状況（R2.8撮影）
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制度別詳細１-２-⑧（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 １

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：デジタルサイネージ（広告塔）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

■設置状況（R2.8撮影）

1. デジタルサイネージ（地点⑧ 広小路伏見交差点（南東））
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制度別詳細１-２-⑨（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 ２

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：シェアサイクルポート（自転車駐車器具）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

■設置状況（R2.8撮影）
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制度別詳細１-２-⑩（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 ２

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：シェアサイクルポート（自転車駐車器具）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

■社会実験時の状況

（Ｈ29.12撮影） ■設置状況（R2.8撮影）
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制度別詳細１-２-⑪（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 ２

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：シェアサイクルポート（自転車駐車器具）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

■設置状況（R4.1撮影）
２.シェアサイクル（地点③ 広小路伏見交差点（南東））
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制度別詳細１-２-⑫（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 ２

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：シェアサイクルポート（自転車駐車器具）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

■位置図 路線名：国道１９号 中区大須二丁目歩道橋下

２.シェアサイクル（地点④ 大須観音（中区大須二丁目横断歩道橋下））

■設置場所の図面

■設置前写真

■設置場所の図面（シェアサイクルポート拡大）
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制度別詳細１-２-⑬（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 ２

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：シェアサイクルポート（自転車駐車器具）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

■位置図 路線名：市道大津通 中区大須三丁目歩道

２.シェアサイクル（地点⑤ 中区大須三丁目 万松寺交差点付近）

■設置場所の図面

■設置前写真

■設置場所の図面（シェアサイクルポート拡大）
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制度別詳細１-２-⑭（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 ２

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：シェアサイクルポート（自転車駐車器具）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

■位置図 路線名：市道大津通 中区大須三丁目歩道

２.シェアサイクル（地点⑥ 中区栄三丁目 住吉通・三蔵通交差点）

■設置場所の図面
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制度別詳細１-２-⑮（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 ３

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：アーチ添加広告（看板）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

３３ アーチ添加広告（看板）（地点① プリンセス大通）

■設置状況（R2.8撮影）
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制度別詳細１-２-⑯（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 ３

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：アーチ添加広告（看板）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

３３ アーチ添加広告（看板）（地点② プリンセス大通）

■設置状況（R2.8撮影）
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制度別詳細１-２-⑰（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 ３

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：アーチ添加広告（看板）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

３３ アーチ添加広告（看板）（地点③ プリンセス大通）

■設置状況（R2.8撮影）
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制度別詳細１-２-⑱（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 ４

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：パークレット添加広告（看板）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

３４ パークレット添加広告（看板）（地点① 伊勢町通）

■設置場所の図面■位置図 路線名：名古屋市道伊勢町通 歩道部

■設置状況（R4.1撮影）
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制度別詳細１-２-⑲（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 ４

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：パークレット添加広告（看板）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

３４ パークレット添加広告（看板）（地点② 伊勢町通）

■設置場所の図面■位置図 路線名：名古屋市道伊勢町通 歩道部

■設置状況（R4.1撮影）
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制度別詳細１-２-⑳（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 ４

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：パークレット添加広告（看板）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

３４ パークレット添加広告（看板）（地点③ 伊勢町通）

■設置場所の図面■位置図 路線名：名古屋市道伊勢町通 歩道部

■設置状況（R4.1撮影）
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制度別詳細１-１-②（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 ２

制度別詳細【道路占用許可基準の特例】
制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図

シェアサイクルポート（自転車駐車器具）

（３箇所）

アーチ添加広告（看板） （３箇所）

パークレット添加広告（看板） （３箇所）

7

8

9
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制度別詳細１-２-㉑（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 ２

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：シェアサイクルポート（自転車駐車器具）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

■位置図 路線名：市道長島町通 中区錦二丁目歩道

２.シェアサイクル（地点⑦ 長島町通）

■設置場所の図面

7

7
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制度別詳細１-２-㉒（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 ２

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：シェアサイクルポート（自転車駐車器具）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

■位置図 路線名：市道長島町通 中区錦二丁目歩道

２.シェアサイクル（地点⑧ 長島町通）

■設置場所の図面

88

8
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制度別詳細１-２-㉓（道路占用に関する事項）法第46条第10項
事業番号 ２

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：シェアサイクルポート（自転車駐車器具）】
制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

■位置図 路線名：市道錦通 中区錦二丁目歩道

２.シェアサイクル（地点⑨ 錦通）

■設置場所の図面

9
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